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困ったときは、折尾警察署又は消費生活センター(消費者ホットライン📞188)までご相談ください。

“給湯器や屋根の無料点検”にもご注意ください
○ リフォーム業者が突然訪問し、無料点検を持ち掛けるなどして、故意に屋
根の瓦等を壊したり、「このままでは壊れる」などと不安をあおり、高額な給
湯器の交換や屋根の契約を迫るトラブルも増加しています。

○ もし訪問を受けても、「安易に自宅に入れない」「その場
では点検させない・契約しない」よう注意しましょう。

○ 「何でも買い取ります」といって訪問した業者が、「貴金属も見せてほ
しい」等と話し、目を離した隙に、指輪などの貴金属を持ち去ったり、安
価で強引に買い取ろうとする事案が県内で発生しています。
○ 業者から電話が架かってきても、安易に訪問を承諾せず、突然訪問し
てきても家に入れないようにしましょう。

訪問販売･訪問購入のトラブルにご用心

悪質な訪問購入トラブルが増加しています

４月６日午前１１時ころ、中鶴四丁目にあるドラッグストアに
２日前に万引きして立ち去っていた女性が再来店しました。
女性を追及したところ、２日前の犯行を認めたため、
窃盗の犯人として検挙しました。

万引きは「窃盗」という犯罪です。

万引きは常習化しやすく、繰り返すと罪の意識が薄れ、

さらに重大な犯罪に手を出すおそれがあります。

店舗内等で不審な人物を見つけた場合は、１１０番

通報するなどの情報提供をよろしくお願いします。

４月２４日午後１０時５０分ころ、土手ノ内に居住する
住人から「家の外から足音がする」という通報が
ありました。現場に駆けつけた警察官が通報者

の自宅周辺を検索していたところ、
庭の隅に隠れていた不審な男性を
見つけたため、職務質問を行いました。
この男性に対して庭に入っていた理由を尋ねるも、
明確な説明がなかったため、正当な理由なく敷地に
侵入したこの２０歳代の男性を住居侵入事件の
犯人として現行犯逮捕しました。


